
現場代理人の兼任に関する手続きフロー図 

 

 

既契約工事          今回契約工事 

現場代理人Ａ         現場代理人Ａ 

担当課監督員①        担当課監督員② 

 

 

 

  受注者が、既契約工事監督員①と今回契約工事監督員②に兼任しても支障がないかを確認 

 

  

      各監督員ともに兼任について支障なし              支障あり 

 

 

  現場代理人・配置技術者選任通知書提出時に「現場代理          兼任不可 

  人兼任届」に既契約工事の当初契約書（写）を添付し、 

契約検査室（随意契約の場合は工事担当課）へ提出 

                                  新たな現場代理  

                                    の選任 

   契約検査室で、兼任件数、当初契約額について確認 

 

   問題なし               問題あり 

 

 

   兼任了承               兼任不可 

 

  

                                  新たな現場代理人の選任 


